
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 

事業所又は施設名 河辺デイサービスセンター 

申請するサービス種類 通所介護 

 

措 置 の 概 要 

１．利用者からの相談又は苦情等に対応する常設の窓口（連絡先）、担当者の設置 

 

 相談又は苦情に対応するための窓口として、担当者を置く。 

 担当者不在の場合は、他職員が対応し、後日担当者に報告・引き継ぎを行う。 

 

【常設窓口】 

 河辺デイサービスセンター 

住 所 東京都青梅市河辺町９丁目９番地２５ 

   電 話 ０４２８－２０－２６４３ 

   担当者 小澤 直樹 （センター長） 

 

 

２．円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順 

 

 （１）苦情処理台帳に記載 

 （２）苦情について事実確認を行う 

 （３）苦情処理方法を記載し、センター長決済 

 （４）苦情処理について関係者との連携を行う 

 （５）苦情処理の改善について利用者に確認を行う 

 （６）苦情処理は１日以内に行われることを原則とする 

 （７）苦情処理について成果等を台帳に記録する 

 

 

３．その他参考事項 

 

【公的相談窓口】 

  青梅市役所健康福祉部介護保険課 

   住 所 東京都青梅市東青梅１－１１－１ 

電 話 ０４２８－２２－１１１１ 

  東京都国民健康保険団体連合会（介護サービス苦情相談窓口） 

   住 所 東京都千代田区飯田橋３－５－１東京区政会館１１階 

   電 話 ０３－６２３８－０１７７ 

 


